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代表取締役 草、 野 :i浩  平

案

謹啓         …            …       ヽ

弊社の管理物件にご入居いただき(1誠にありがとうございます。    i

さて、今般、1弊社においてはヽ消費者保護の観点から、弊社管理に係る物件の賃

貸借夢契約条項の見直しを行つております。     r.         Ⅲ

その関係で、下記(1)～り)の 内容の条寡は、その文言どゃりの効力を有14いもの

と弊社

'ま

確認▼てお
rり

ます。ご入居者様におかれましては、ご留意願いたく、ご案

内をさせて頂き、ます。
「

●       I
なおゝ、個々の'ギ入居者様の賃貸借契約においては、下記(1)～ 0)の 内容の条墳のう

ち、元々存在しない (該当しない)部分もありますが、ご自身の賃貸借契約に存在

する (該当する)条項部分にうぃて、その効力を有しないものとお髯!す
とめしヽただ

ければ幸いです。  i              、

今後ともお引き立ての程、よろしくお願いいだします。

●          _                 謹 白
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(1)督貸人が賃椿人に対し、別瓶|の各与を理由としそ、催告す々とと4く ヽ賃貸

借契約を解除できるとする契約条雰

囲 貴貸人が賓借人に対し、男I紙 ?の各号を理由として、物件の上下水道、′給湯、

冷暖房、電気、
｀
ガス若しくⅢ電話の利用停止又は入室禁上の処置を行うことヂで

きるとする契約条項     !
り損害賠償債務を免責する契

俗)賃借人力`貴貸人
|ご村しく前2啄を原区lと す0被告υ

約条項

賃貸人が賃借人に封じ、
1貴

借人が卿杯 1の第込項の各債務を支払わないこと、

又は、賃借人に賃貸借契約の違反?疑いがあることを理由として、賃借人の率諾

を得ないで物イ牛に立ち入り、又l‐よ適切4処置をとるとつ
→契約条項

賃借人が物件の不良、建物の諸詳備等あ故障、震災又は耳本書等?天災、盗難

等による損害について、事由の女日何にかかわらず(賃貸本の損害賠償債務を免責

(4)

(5)

(6)

171

(9)

(8)

するとの契約条項           i        l

貴借人が物件の明け渡し時に賃貸人?負担する債務を免責するとの秦伸条雰

賃借人が物件に家具又は設備等を設置する場合、す散去後に設置痕が残々ない|

うに適切な措置を取る手とを賃借人の善管注意義務の内容とする契約条項

賃借人が物件の床面を定期的にワックスがけその他のフロージング面のイ呆護す

る行為をすることを賃倍人の善管注意義務の内容とする契約条項    ,

賃借人が算黛人に,し、明け渡しの際に発生する、通常損耗に係る原状回復費

用を負担すると?契約条項   I
以上
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(別無 l)         .′            .｀  .
1 家賃及び管理費を 3、 日以■滞納したこと

1

2・賃借権の譲渡及び転貸そ?他?賃貸人が

=め
る禁止行為をτつ|こ と1叉イ

=、

事前に賃貸人の書面にキる承語を妻すると走める行為にっいてその承諾を得なか

づたこと、                    i

3 共同生活の秩序を乱す行為をしたと認められること   、

4 以下の定める債務の支払を1回でも滞納したこと

(1)賃借人が猿担チるとされた電毎料、ヽ冷暖房料、,給湯料、4下水道料、電話料

等のイ吏用料  ′ |                        .
修)賃借人の故意又は過失により撃損、滅失したときの修繕費  :

(動

I I賃
貸人あ許可を得ずに行なつたとき?辱林回

写
費用  i l

に)貸室明け渡し退去時のクリー手ンダ費用

(9 水道、便所、浴室等づ凍結したときの修繕費  !        :

5 差押、仮差押(餌処分、強翻執行碁|ま
競売の串し立てをしたこと、采は申し立

てを受けたこ●       ●    .  :         !
占 破産、民事寺生、会ネ土支生支は特別■算の申し立てをしたこと、又はこ:れ らの

申し立てを受けたこと
｀
 l           ,I        

‐

7 解散の決議又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したこと

8 振出、写1受文はイ呆証を行つた手形署は小切手が不標 りとなつたこ と

9 賃貸人 との賃貸借契約の条項に違反 した こと  !

10 賃貸人の定める入居者?運守事項を守 らなかつ.4こ と     :｀  単
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(別紙 2)

1: 賃貸借箕痛の締結時又は申込時に虚偽の事実を告げて入居したこと

' 
家賃友び管理費必 3日 界上滞納した|と

3 賃借権の譲装及び義貸その他の賓黛本が定める禁止行為を行つたこと、
｀
又尊、

事前に賃貸人あ書面による承諸を要すると走める行為につし|てその4諾を得なか

つたこと ●               I    I

五 貸室又は共同使用施設を故意に破損したこと      ,

5 共同生活の秩序を乱す行為をしたと認められること    ´

ol賃格人が暴力団員 (暴走株を含む。)であること、又は、暴九百嵐の族舞いをし:

たこと

7 以下に定ある債務の車払をと回でも,納 したこと

(1)賃借人が負担するとされた幸気料、冷暖房料、給湯料、,上下水道料、電話料

等の使用料

(刻 賃借人の故意文は過失に|り 毀撮(滅失したときの修繕費

仰)賃貸人の許可を得ずに行なつたときの原状回復費用     '

14)貸室明け渡し退去時のクリ=ニング費用

脩)水道、便所、浴室等が凍結したときの修繕費

8 差押、仮差押、イ反処分、強制執行又は競売の申し立て々レた、ことヽ 又は申し立

てを受けたこと    ,                    1

9 石皮産、1民事再生、会社更生又は特別清算の申し立てをしたこと、又は、これヵ

の申し立てを受けたこと       :              ∫

1｀ 0・ 解散の決議又は任意整理手続を開始する旨を村外的に公表したこと

11 振と、引受又は保証を行った手形文は小切手が不渡りとなつたこと

12 物件支は建物を故意又は重大な過失により汚損、そ堀傷、滅損した手と

131賃貸人との賃貸借契約の条項
|こ
津反したこと

14 賃貸人の定める入居者の遵守事項を守らなかつたこと     f

i:,予

工

:
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